
令和３年２月１５日 

市内認可保育施設を利用予定の 

保護者の皆様へ 

福祉保健部こども課長 

新型コロナウイルス感染症対策について（通知） 

 保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染症拡大予防に関して、お子様の 

入園を間近に控え、ご心配もあると存じます。各保育施設では、日々、万全の 

体制確保に努めているところです。 

ついては、入園前に次の事項について確認いただき、保育施設における感染

症対策について、ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。 

 

１．登園前の体温計測をお願いします。発熱や風邪の症状が認められる場合

は、登園を控えてください。また、園で発熱や風邪の症状が出た場合は、

連絡を入れますので、ただちに迎えに来てください。 

  ※目安となる体温は 37.5度とします。ただし、この体温で一律判断する 

のではなく、普段の体温や児童の様子を見て判断します。 

 

２ 発熱があった場合、解熱後 24時間以上経過し､咳などの症状がなくなって

から登園してください。 

 

３．保護者の皆様も、来園時の手指消毒、手洗い、マスク着用をお願いしま

す。また、ご用のない方の保育室入室はご遠慮ください。 

  園内で長時間の相談等がある場合は、その場での検温や園に備え付けの 

名簿への記述をお願いします。 

 

４．幼児組（３～５歳児クラス）については、原則、保育中もマスク着用とし 

ています。また、マスクの着用について、保育中の着用が困難な場合は、 

担任又は園長までご相談ください。 

 

５．入園後の行事につきましては、市の方針及び各保育施設の判断により、内

容の変更がありますことをあらかじめご了承ください。 

 



６．児童及びその同居家族がＰＣＲ検査対象となった場合、その日の登園は控 

えてください。また、登園後に検査対象となった場合、速やかな迎えをお 

願いします。※これらの場合、保育施設又は市こども課にご連絡ください 

 

ただし、医療従事者等の保護者等が職務上の理由（事業所の方針等）などに 

より、任意にＰＣＲ検査を受ける場合で、同居する児童等に発熱や咳等の風 

邪症状がなければ、保護者の検査結果が判明していなくても、児童は通常ど 

おり登園できます。※検査を受ける旨は保育施設にご報告ください。 

 

７．児童又は職員の感染が確認された場合、該当の施設は休園になります。 

その際、いかなる場合においても、感染された方に対する差別や偏見は許 

されません。この新型コロナウイルス感染症には、誰もが感染する可能性 

があることを理解し、相手を思いやる気持ちをもち、冷静な行動を心がけ 

てください。 

 

※その他、気になることがありましたらいつでもご相談ください。 

 

 

 

 

担当：保育グループ 

                         電話３０－９１５４ 


